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決算審査特別委員会審査報告
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平成２6年度決算
歳入総額 7,095 ,996 ,295 1,601 ,610 ,368 1,368 ,415 ,780 137,685 ,099

6,716 ,591 ,433 1,596 ,210 ,849 1,353 ,408 ,566 137,670 ,399

379,404 ,862 5,399 ,519 15,007 ,214 14,700

5,399 ,519 14,643 ,214 14,700

154,480 ,000 0 364,000 0

224,924 ,862

253,478,936 152,988,400 △190,250,429343,238,829199,449,273 54,029,663

歳出総額

差引額

実質収支額

水道事業

収益的

収入 収入支出 支出
計 計

資本的

一般会計
特　別　会　計

国民健康保険

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額190,250,429円は，過年度分損益勘定留保
資金から補てん

介護保険 後期高齢者

（円）

翌年度に繰り
越すべき財源

＜総括意見＞
　平成２６年度一般会計，各特別会計及び水道事業会計におけ
る決算については，以下の総括意見を付して認定しました。

○町税等の徴収については町税徴収事務運営方針に基づき未収金の解消に努めているが，ま
だ多額の未収金があるので，最大限の努力を望む。また今後，一般行政経費の節減や効率的，
効果的に予算執行を行い，あらゆる経費の見直し，財政健全化対策に取り組んでいただくよ
う強く期待する。

○登記事務について，専門職員等を配置する体制づくりを行い，未登記の早期事務処理に努
めていただきたい。

○平成２５年度の公金横領事件については，絶え間ない努力は理解していますが，残高
７千６４万６千円という多額で，町民の町政への不信と納税意識等への低下を回復するため
にも，管理・監督責任を問う町長等の給料減額を行った経緯だけで終わるものではなく，早
期回収に向けて最大限の努力を強く望む。また，今後，職員全体でこのような事件が二度と
起こらないように綱紀粛正にも努め，本町の財政運営，行政改革に努めていただきたい。
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平成２６年度  　  決算　主要事業
交通安全対策事業 事業費　230万円

内　容

質　疑

回　答

交通安全上問題のある道路等に交通安全施設を設置し，未然に事
故防止を図る。

「交通安全対策事業の看板設置については，どのようなものか。」

事業費　3294万円

「注意看板については，歩行者の安全等を考慮した観点から警察関係と現場検証を行い，
カーブ等に注意喚起を促す看板を設置している。むらづくり方策等で要望があります
ので，現場を見ながら必要と思われる個所には対応をしています。」

障害者自立支援給付等事業
内　容

質　疑

回　答

障害者が施設で入浴や機能訓練等の介護を受けることにより，機能回復はも
とより日中の介助者の負担軽減を図る

「障害者が施設で入浴や機能訓練等の介護を受けているが，障害者生活介護の利
用日数が前年度より２．６倍に増加しているが原因は何か。」

「障害者も年齢とともに障害の度合いが重くなってくる関係があり，重度の障害者
が増えたことから利用者日数が増えたことによるものです。」

事業費　9637万円

人材育成事業 事業費　49万8千円

内　容

質　疑

回　答

本町の産業・教育・文化等の振興及び活力と魅力あるまちづくりに寄与する
ものと考えられる者の研修に対し経費の一部を補助する。

「人材育成事業で海外研修に２名行っているが，研修後の参加者の活動はどうなっ
ているか。」

「国際交流事業でハロウィンパーティーや各種イベント等でボランティアとし
て活動していただいております。生涯学習大会等で研修発表が出来ればと検
討しているところです。」

体育館管理事業 事業費　1191万4千円

内　容

質　疑

回　答

栗野体育館・吉松体育館の適正な維持管理

「体育館管理事業について，吉松体育館の年間利用者数が増になっている
がその要因は。」

「学校の部活動指導者等への連絡の強化を図り，スポーツ施設等の紙面にも掲
載する等，広報を行った結果だと思います。」

事業費　2774万3千円
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平成２６年度  　  決算　主要事業

町民税等徴収

内　容

回　答

国税徴収法・地方税法関連法規の専門的な研修を行い滞納整理の早期着手に努
め滞納者の財産調査・実態調査を行い差し押さえを行った。

衛生処理場管理運営事業 事業費　3294万円

内　容

質　疑

回　答

一般廃棄物処理法に基づき，し尿及び浄化槽汚泥の適正処理を行っている。
平成 20 年 8 月から指定管理者に業務を委託している。

「衛生処理場を指定管理しているが，初年度からすると指定管理料は増えているの
か。増えているとすれば，その要因は。」

「指定管理料については，当初からすると燃料費の高騰と施設の老朽化に伴う
修繕費や人件費等が増加しています。」

「差し押さえについては，まず，預金残高，生命保険，給与支払状況等の調査
を行い，財産が発見されれば，差押えを行っています。」

質　疑 「平成２６年度については財産等の差し押さえを行っていますが，どのように行っ
ているのか。」

水道事業

質　疑

回　答

「水道料金の未収金回収について未収金が減っていて，滞納の回収が年々良くなっ
ているが，給水停止が２６年度もあったものか」

「停止予告を１９５件行い，その内，７７件の給水停止を行いました。」

学校給食管理事業 事業費　2774万3千円
内　容

質　疑

回　答

学校給食の充実及び安全・衛生面に配慮しながら栄養のバランスがとれた給
食を提供し，体位の向上と健康増進はもとより，食事を通じて豊かな心の育
成を図る。

「食物アレルギーをもった児童生徒の状況と対応はどうしているか。」

「平成２６年度は，牛乳などを含めて食物アレルギーのある児童生徒が１４名
います。給食についても，保護者等と密に連絡をとりながら，食物アレルギー
による事故が起こらないように，対応しています。また，平成２６年度にア
レルギー対応マニュアルを作成いたしましたので，それに基づいての対応を
行っております。」
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町道駅前通り線測量設計業務委託 事業費　1134万円

内　容

質　疑

回　答

町道駅前通り線改良舗装工事に伴う測量設計
業務委託

「町道駅前通り線測量設計業務委託が，平成
２６年度に行われているが，今後の見通しにつ
いてはどうか。」

「国の社会資本整備総合交付金事業が大幅に
削減されており，現在のところ見通しは立っ

ていませんが，住民説明会等も完了していることから県
に対して追加要望を行っている状況であります。」

ふるさと応援対策事業 事業費　17万1千円

内　容

質　疑

回　答

１万円以上のふるさと応援寄附に対し，地場
産品を返礼品として贈呈した。 ※Ｈ 26 年度
寄附件数 54 件

「ふるさと応援寄附金が増になっているが何
故か」

「ふるさと応援寄附金については，平成２５年
度は返礼品の贈答を行っていませんでした。

平成２６年度から返礼品の贈答を始めました。返礼品は２
種類でその中から寄附者に選んでいただいています。なお，
返礼品に取り組むようになってからは，寄附金額で１万円
を寄附される方が多くなりました。」

グリーンツーリズム推進事業 事業費　50万円

内　容

質　疑

回　答

本町におけるグリーンツーリズムの推進を図
るための活動補助金

「グリーンツーリズムの活動補助金について，活
動団体等から要望的なものはあったのか。」

「グリーンツーリズムの中では，今年度から５
戸の農家の方が民宿を始めています。そのよ

うなことから，民宿研修や丸池周辺でのイベント開催，さ
らに，そばを栽培しての祭り等の開催が予定され，交流人
口を増していくよう考えております。」

（旧法務局から県道55号線まで）
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平成27年 第３回定例会・臨時会

　第３回定例会は９月９日招集され，１０月１６日までの３８日間の会期で開催さ

れました。

　今定例会では，平成２７年度一般会計，特別会計及び水道事業会計の補正予算の

ほか，マイナンバー制度に伴う条例関係について，それぞれ原案のとおり可決して

います。また平成２６年度の各会計の決算については，各会計ともそれぞれ認定し

ました。更に，陳情１件を採択し，意見書２件を可決しています。

　一般質問では，議員８名が１３項目について質問しました。

第３回臨時会では，元職員の免職処分取消請求事件に係る第１審の判決がだされた

ことに対し，控訴を行うための議案及び予算が提出され，それぞれ可決しました。

マイナンバー制度に伴う
パソコン端末機器等の備
品購入費です。

高齢者世帯や子育て世帯
を支援する拠点づくり事
業として，中津川教職員
住宅を改修する工事費で
す。

松尾城周辺整備として，
南御門の設置や石畳の道
路等を整備するための工
事費です。

総額 68億2,141万4,000円に

電 算 機 器
購 入 費

多世代交流・多機能型
支援施設整備工事費

文化財施設
整備工事費

一般会計予算
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教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をは
かるための，2016年度政府予算に係る意見書採択の陳情
について
陳情者：湧水町木場　高山　寿　氏
　社会状況等の変化により学校は，日本語指導などを必要とする子どもたちや障害
のある子どもたちへの対応等の課題，また，いじめ，不登校など生徒指導の課題等
に対し，一人ひとりの子どもに対するきめ細かな対応を行うためには，複式学級の
解消は極めて重要な課題であり，少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数改善
が必要である。さらに，三位一体改革により，義務教育費国庫負担制度の国負担割
合は，２分の１から３分の１に引き下げられ，その結果，自治体の財政が圧迫され，
非正規教職員も増えている。こうしたことから，政府の予算編成において，下記，
３項目にわたる事項の実現に関する意見書を，国の関係機関に提出して頂きたいと
するもの。

記
１．子供たちの教育環境改善の為に，計画的な教職員定数改善を推進すること。 
２．教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため，義務教育費国庫負担制度の負　　
　　担割合を２分の１に復元すること。
３．離島・山間部の多い鹿児島県において，教育の機会均等を保障するため，国の
　　学級編成基準を改めて複式学級の解消に向けて適切な措置を講ずること。

　子どもの学ぶ意欲・主体的なとりくみを引き出す教育の役割は重要
であり，そのための条件整備は不可欠であるとする陳情の趣旨は理解
できる。
※採択により，関係各大臣宛てに意見書を提出しました。

採択

どうなった!

私
の
陳
情
書

発議：「手話言語法」制定を求める意見書
　手話とは，日本語を音声ではなく手や指，体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系
をもつ言語である。手話を使うろう者にとって，聞こえる人たちの音声言語と同様に，大切な情報
獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。２００６年１２月に採択された国連
の障害者権利条約には，「手話は言語」であることが明記されている。また，障害者権利条約の批准
に向けて日本政府は国内法の整備を進め，２０１１年８月に成立した「改正障害者基本法」では「全
て障害者は，可能な限り，言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機
会が確保される」と定められた。さらに，同法第２２条では国・地方公共団体に対して情報保障施
策を義務づけていることから，国の関係機関に対して，「手話言語法」制定が実現されるよう強く求
めるものである。

　手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め，きこえない子どもが手
話を身につけ，手話で学べ，自由に手話が使え，更には手話を言語として普及，研究
することのできる環境整備を目的とした「手話言語法（仮称）」の制定を求める意見書
を可決しました。
※関係各大臣宛てに意見書を提出しました。

原案
可決
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こんなことが決まりました
議　　　　　　　　案 提　　案　　理　　由　　等 結　果

報 告 第 ３ 号 湧水町土地開発公社の経営状況の
報告について

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により，湧水町土地開発公
社の経営状況について報告するもの。 －

報 告 第 ４ 号 平成２６年度湧水町健全化判断比
率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に
基づく，平成２６年度湧水町健全化判断比率の４指標を報告するも
の。

－

報 告 第 ５ 号 平成２６年度湧水町水道事業会計
資金不足比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定
に基づく，平成２６年度湧水町水道事業会計 資金不足比率を報告
するもの。

－

認 定 第 １ 号 平成２６年度湧水町一般会計歳入
歳出決算の認定について P3参照 認定

認 定 第 ２ 号
平成２６年度湧水町国民健康保険
事業特別会計歳入歳出決算の認定
について

P3参照 認定

認 定 第 ３ 号
平成２６年度湧水町介護保険事業
特別会計歳入歳出決算の認定につ
いて

P3参照 認定

認 定 第 ４ 号
平成２６年度湧水町後期高齢者医
療事業特別会計歳入歳出決算の認
定について

P3参照 認定

認 定 第 ５ 号 平成２６年度湧水町水道事業会計
歳入歳出決算の認定について P3参照 認定

議案第４２号 平成２６年度湧水町水道事業会計
未処分利益剰余金の処分について

地方公営企業法の規定により，平成26年度水道事業会計未処分利益
剰余金の処分について，議会の議決を求めるもの。 原案可決

議案第４３号 湧水町手数料条例の一部を改正す
る条例の制定について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律が公布され，通知カード及び個人番号カードの再交付に係
る手数料を新たに設ける必要があることから，所要の改正をしよう
とするもの。

原案可決

議案第４４号 湧水町個人情報保護条例の一部を
改正する条例の制定について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律が公布され，町が保有する特定個人情報の適正な取り扱い
を確保するとともに，情報提供等記録を含む特定個人情報に対する
必要な保護措置等を講ずる必要があることから，所要の改正をしよ
うとするもの。

原案可決

議案第４５号
湧水町行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等
に関する法律に基づく個人番号の
利用に関する条例の制定について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律が公布され，個人番号の利用に関し，その適正な取扱いを
確保する必要があることから，本条例を制定しようとするもの。

原案可決

議案第４６号 平成２７年度湧水町一般会計補正
予算（第５号）

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6825万6千円を減額し，
歳入歳出予算の総額をそれぞれ68億641万7千円とするもの。 原案可決

議案第４７号 平成２７年度湧水町国民健康保険
事業特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1845万円を追加し，歳入歳
出予算の総額をそれぞれ18億4443万5千円とするもの。 原案可決

議案第４８号 平成２７年度湧水町介護保険事業
特別会計補正予算（第２号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ521万8千円を追加し，歳
入歳出予算の総額をそれぞれ14億1243万9千円とするもの。 原案可決

議案第４９号 平成２７年度湧水町水道事業会計
補正予算（第１号）

公営企業会計新制度に伴う業務支援委託料及び幸田・竹迫簡易水道
再編推進事業に伴う工事費の増が主なもの。 原案可決

議案第５０号 損害賠償の額を定めることについ
て

台風１５号による倒木事故に関し，損害を賠償するため，議会の議
決を求めるもの。 原案可決

議案第５１号 平成２７年度湧水町一般会計補正
予算（第６号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1425万8千円を追加し，歳
入歳出予算の総額をそれぞれ68億2067万5千円とするもの。 原案可決

陳 情 第 １ 号
教職員定数改善と義務教育費国庫
負担制度２分の１復元をはかるた
めの、2016年度政府予算に係る
意見書採択の陳情について

Ｐ８参照 採択

発 議 第 ３ 号
教職員定数改善と義務教育費国庫
負担制度２分の１復元をはかるた
めの、2016年度政府予算に係る
意見書について

Ｐ８参照 原案可決

発 議 第 ４ 号 「手話言語法」制定を求める意見書 Ｐ８参照 原案可決

議案第５２号 控訴の提起について 免職処分取消請求事件に係る第一審判決に対し不服があるため，控
訴を提起しようとするもの。 原案可決

議案第５３号 平成２７年度湧水町一般会計補正
予算（第７号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ73万9千円を追加し，歳入
歳出予算の総額をそれぞれ68億2141万4千円とするもの。 原案可決
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一 般 質 問

町 政 を 問 う !

　

農
業
・
農
村
を
取
り
巻

く
環
境
は
，
人
口
減
少
・

高
齢
化
社
会
に
あ
っ
て
，
担
い
手
の
高

齢
化
，
農
業
後
継
者
不
足
，
野
生
動
物

に
よ
る
農
作
物
被
害
な
ど
の
課
題
が
山

積
す
る
な
か
，
集
落
の
将
来
を
考
え
た

と
き
に
農
業
後
継
者
が
い
な
い
が
農
地

を
守
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
認
識
の
も
と
，
本
町
の
基
幹
産
業

で
あ
る
農
業
を
安
定
し
た
産
業
と
す
る

に
は
，
「
集
落
営
農
」
の
組
織
化
の
推

進
が
必
要
と
考
え
ま
す
が
，
現
状
と
課

題
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　

　

集
落
営
農
推
進
に
関
し

て
は
，
担
い
手
不
足
や

リ
ー
ダ
ー
的
人
材
の
育
成
・
確
保
が
難

し
く
，
組
織
化
が
遅
れ
て
い
る
状
況
で

す
。
様
々
な
機
会
を
活
用
し
て
集
落
営

農
の
説
明
を
行
い
，
推
進
を
図
っ
て
い

き
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

政
策
対
応
型
の
組
織
化

で
な
く
合
意
形
成
が
必
要

で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
集
落
の
合
意
形

成
を
図
れ
ば
よ
い
か
。

　

難
し
い
農
業
を
ど
う
し

て
い
く
か
，
み
ん
な
で
考

え
て
農
家
も
で
す
が
行
政
自
体
も
踏
ま

え
て
合
意
形
成
に
至
る
き
っ
か
け
づ
く

り
を
し
て
い
き
ま
す
。

　

法
人
化
の
推
進
に
つ
い

て
　

安
定
し
た
経
営
体
と
し

て
，
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
さ
ら
に

勉
強
し
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

国
民
の
祝
日
「
山
の
日
」
に
つ
い
て

　

国
民
の
祝
日
に
関
す
る

法
律
の
改
正
に
よ
っ
て
，

来
年
か
ら
８
月
11
日
が
「
山
の
日
」
と

な
り
施
行
さ
れ
ま
す
。
「
山
の
日
」
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　

現
行
法
の
中
で
後
世
に

引
き
継
げ
る
と
思
わ
れ
ま

す
が
，
条
例
の
制
定
は
今
後
検
討
い
た

し
ま
す
。

　

本
町
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

る
栗
野
岳
や
阿
波
渓
谷
を

活
か
し
た
取
り
組
み
の
考
え
は
な
い
か
。

　

栗
野
岳
は
霧
島
錦
江
湾

国
立
公
園
内
で
あ
る
こ
と

や
阿
波
渓
谷
は
河
川
区
域
内
で
あ
り
，

ま
ず
は
清
掃
等
含
め
た
環
境
整
備
の
取

り
組
み
が
必
要
と
考
え
ま
す
。

　

阿
波
渓
谷
を
活
か
し
た

取
り
組
み
で
川
岸
を
散
策

で
き
る
遊
歩
道
を
整
備
す

る
考
え
は
な
い
か
。

　

今
後
検
討
い
た
し
ま
す
。

○
そ
の
他
の
質
問

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
見
直
し
に

つ
い
て

環境変化に対応する集落営農の取り組み状況は

様々な機会を活用して推進を図っていきます

吉永　義和　議員

吉
永

吉
永

吉
永

吉
永

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

吉
永

町
長

吉
永
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町 政 を 問 う !
一 般 質 問

　

元
職
員
に
よ
る
公
金

横
領
事
件
が
発
覚
し
て

１
年
５
ヶ
月
余
り
，
そ
の
間
全
額
返
済

を
早
期
に
行
う
旨
強
く
求
め
て
い
る
こ

と
は
察
知
し
て
い
ま
す
が
，
次
の
点
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
返
済

額
及
び
残
額
。

                     

返
済
額
は
，
８
月
末
で

              

五
百
二
十
万
六
千
三
百
七
七

円
で
，
残
額
七
千
十
二
万
三
千
円
。

　

毎
月
滞
り
な
く
返
済

し
て
い
る
の
か
。
月
毎

に
示
し
て
ほ
し
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
返
済
ペ

ー
ス
で
い
く
と
何
年
か

か
る
の
か
。
先
が
危
惧
さ
れ
な
い
か
。

　

毎
月
本
人
と
も
接
見
し

毎
月
必
ず
返
済
す
る
よ
う

常
に
促
し
て
い
ま
す
。
ま
た
，
本
人
の

給
与
の
み
で
は
返
済
が
難
し
い
こ
と
か

ら
，
両
親
に
相
談
し
，
財
産
処
分
や
年

金
の
満
額
支
給
開
始
後
並
び
に
臨
時
的

収
入
が
あ
っ
た
場
合
に
は
返
済
に
充
て

る
よ
う
に
し
て
お
り
，
何
年
か
か
っ
て

も
全
額
返
済
さ
せ
ま
す
。

　

毎
月
本
人
が
持
参
し

た
上
返
済
し
て
い
る
と

聞
く
が
い
か
が
な
態
度
か
。

　

毎
月
現
金
持
参
で
は
な

く
口
座
振
込
と
な
っ
て
い

ま
す
。
本
人
と
は
毎
月
接
見
し
て
お
り
，

態
度
や
表
情
，
返
済
に
対
す
る
考
え
な

ど
毎
回
聞
き
取
り
を
行
っ
て
お
り
，
何

年
か
か
っ
て
も
必
ず
返
済
す
る
と
言
っ

て
い
ま
す
。
一
時
期
は
体
調
を
壊
し
た

時
も
あ
り
ま
し
た
が
，
最
近
は
体
調
も

よ
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

家
族
と
の
接
見
は
ど

う
し
て
い
る
の
か
。
接

見
し
て
い
る
と
す
れ
ば
，
返
済
に
対
し

て
の
考
え
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

　

両
親
と
も
こ
れ
ま
で

17
回
接
見
し
，
本
人
の

返
済
に
協
力
す
る
よ
う
強
く
お
願
い
し

て
お
り
ま
す
。
本
人
の
給
与
の
み
で
は

返
済
出
来
な
い
こ
と
か
ら
，
毎
月
両
親

に
協
力
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
今
後
も

財
産
処
分
や
年
金
の
満
額
支
給
と
な
っ

た
時
や
臨
時
収
入
が
あ
っ
た
時
は
返
済

に
充
て
１
年
で
も
早
く
返
済
し
た
い
と

話
し
て
い
ま
す
。

　

横
領
容
疑
で
刑
事
告

訴
さ
れ
た
が
経
過
報
告

等
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

　

捜
査
に
関
す
る
こ
と
は
一

切
教
え
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。

ここが知りたい !!
 　ここが聞きたい !!

久
留
須

町
長

久
留
須

　平成２６年５月 ３，３２９，３７７円
　　　　　　６月 ４０，０００円
　　　　　　７月 １００，０００円
　　　　　　８月 １００，０００円
　　　　　　９月 １００，０００円
　　　　　１０月 １００，０００円
　　　　　１１月 ８０，０００円
　　　　　１２月 ４８４，０００円
　平成２７年１月 １００，０００円
　　　　　　２月 １００，０００円
　　　　　　３月 １５０，０００円
　　　　　　４月 １２３，０００円
　　　　　　５月 １００，０００円
　　　　　　６月 １００，０００円
　　　　　　７月 １００，０００円
　　　　　　８月 １００，０００円

合　　　計 ５，２０６，３７７円

町
長

久
留
須

町
長

久
留
須

町
長

久
留
須

町
長

久
留
須

町
長

元職員の公金横領の返済は

何年かかっても全額返済させます

久留須　修　議員
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一 般 質 問

栗野駅前の交通安全施設の整備について

信号機の早期設置のお願いをしました

　

栗
野
駅
か
ら
国
道

２
６
８
号
線
に
向
う
一
つ

目
点
滅
信
号
の
交
差
点
は
，
頻
繁
に
交

通
事
故
が
発
生
し
て
お
り
，
常
設
の
信

号
機
の
設
置
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ま

す
が
町
長
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

　

ご
質
問
の
交
差
点
は
，

鹿
児
島
県
公
安
委
員
会
の

判
断
に
よ
り
，
現
在
の
点
滅
信
号
が
設

置
し
て
あ
り
，
一
旦
停
止
の
規
制
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
一
旦
停
止
等

を
怠
る
こ
と
に
よ
る
車
同
士
の
事
故
が

多
発
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
平
成

26 

年
度
に
事
故
多
発
危
険
個
所
と
し

て
，
関
係
機
関
が
参
集
し
て
道
路
診
断

が
実
施
さ
れ
，
町
と
し
て
は
横
川
警
察

署
に
信
号
機
の
設
置
を
お
願
い
し
ま
し

た
。
本
年
度
に
な
っ
て
，
７
月
に
続
け

ざ
ま
に
交
通
事
故
が
発
生
し
た
た
め
，

横
川
警
察
署
に
信
号
機
の
早
期
設
置
の

お
願
い
を
い
た
し
ま
し
た
が
，
県
の
公

安
委
員
会
で
は
本
年
度
の
事
業
実
施
が

出
来
ず
，
横
川
警
察
署
で
は
平
成
28
年

度
に
引
き
続
き
上
申
す
る
と
の
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
な
お
，
信
号
機
が
設
置
さ

れ
る
ま
で
は
，
通
行
さ
れ
る
方
々
に
一

旦
停
止
等
の
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
，
事

故
の
発
生
し
な
い
よ
う
周
知
し
た
い
と

思
い
ま
す
。　

こ
の
交
差
点
で
，
人

身
事
故
１
件
，
物
損
事

故
１
件
発
生
し
て
お
り
，
町
民
に
も
大

変
危
険
な
場
所
と
し
て
，
認
識
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
，
こ
れ
以
上
に
事
故
が
起

き
な
い
よ
う
早
急
に
設
置
の
要
請
を
考

え
て
頂
き
た
い
。

　

　
行
政
か
ら
の
各
種

　
　
　
　
申
請
書
類
等
に
つ
い
て

　

行
政
か
ら
各
種
申
請

書
等
が
，
住
民
に
届
き
，

必
要
に
よ
っ
て
は
，
個
人
申
請
で
提
出

す
べ
き
書
類
な
ど
が
あ
る
が
，
高
齢
者

等
の
交
通
弱
者
に
配
慮
し
た
申
請
の
仕

方
な
ど
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。
臨
時
福

祉
給
付
金
申
請
に
つ
い
て
も
，
対
象
者

の
み
に
発
送
す
る
な
ど
で
き
な
い
も
の

か
，
町
長
に
伺
い
ま
す
。

　

臨
時
福
祉
給
付
金
は
，

国
の
取
扱
い
通
知
に
基
づ

き
手
続
き
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
，
税

情
報
は
，
本
人
の
同
意
が
必
要
で
，
同

じ
役
所
内
で
も
同
意
な
く
利
用
す
る
事

は
で
き
な
く
，
公
的
身
分
証
明
書
の
写

し
等
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

住
民
目
線
で
柔
軟
性

の
あ
る
対
応
を
し
て
頂

き
た
い
。

綾
織

綾
織

町
長

町
長

綾織　まち子　議員

綾
織

綾
織
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一 般 質 問

特殊詐欺事件の状況と対策は

関係団体と連携し未然防止に努めます

池上　滝一　議員

　

特
殊
詐
欺
事
件
に
つ
い

て
は
未
だ
全
国
的
に
増
加

傾
向
に
あ
り
，
本
県
に
お
い
て
も
今
年

上
半
期
に
お
い
て
同
じ
よ
う
な
状
況

で
あ
る
。
被
害
者
の
多
く
は
高
齢
者
で

あ
り
高
齢
化
率
の
高
い
本
町
に
お
い
て

も
重
要
視
す
る
問
題
で
あ
る
と
思
う
が
，

最
近
の
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

ま
た
，
詐
欺
事
件
を
撲
滅
す
る
対
策
と

し
て
，
通
話
録
音
機
な
ど
の
導
入
に
よ

り
大
き
な
効
果
を
挙
げ
て
い
る
自
治
体

も
あ
る
が
，
今
後
の
対
策
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

　　

　

悪
質
商
法
・
詐
欺
事

件
か
ら
町
民
を
守
る
た

め
の
電
話
機
及
び
玄
関
先
に
貼
る
悪
質

商
法
対
策
用
シ
ー
ル
や
冊
子
を
全
戸
配

布
し
注
意
の
喚
起
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
，
福
祉
団
体
，
防
犯
関
係
団
体
等

と
情
報
交
換
を
密
に
し
，
被
害
の
未
然

防
止
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
最

近
の
被
害
状
況
に
つ
き
ま
し
て
は
特
に

あ
り
ま
せ
ん
が
，
町
民
か
ら
詐
欺
被
害

の
相
談
が
あ
っ
た
場
合
は
，
県
消
費
者

生
活
セ
ン
タ
ー
及
び
警
察
署
と
連
携
し

な
が
ら
，
引
き
続
き
町
広
報
・
旬
報
・

防
災
無
線
等
で
広
報
・
啓
発
を
行
い
た

い
と
思
い
ま
す
。
被
害
に
遭
わ
な
い
た

め
の
通
話
録
音
機
の
導
入
に
つ
い
て
は
，

現
在
の
と
こ
ろ
難
し
い
と
考
え
ま
す
。

　

事
故
防
止
に
対
す
る

　
　
　
　
交
通
安
全
環
境
整
備
は

　

今
後
に
お
い
て
進
展

す
る
高
齢
化
社
会
を
考

慮
す
る
と
本
町
と
し
て
も
独
自
に
交
通

事
故
防
止
に
効
果
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

場
所
に
は
特
色
の
あ
る
標
識
や
看
板
な

ど
を
率
先
し
て
配
置
す
る
施
策
が
必
要

と
考
え
る
。
特
に
栗
野
駅
前
交
差
点
に

つ
い
て
は
，
早
急
な
対
策
が
必
要
に
な

る
と
思
う
が
町
長
に
見
解
を
伺
い
ま
す
。

　

　

町
と
し
て
独
自
に
設
置

で
き
る
注
意
喚
起
を
促
す

看
板
に
つ
い
て
は
，
地
域
の
状
況
等
を

調
査
し
必
要
な
個
所
に
つ
い
て
は
設
置

し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
質
問
の

あ
り
ま
し
た
，
人
形
型
の
物
や
看
板
な

ど
注
意
を
喚
起
す
る
設
置
に
つ
い
て
は

公
安
委
員
会
等
の
関
係
も
あ
り
課
題
が

あ
り
ま
す
。
栗
野
駅
前
交
差
点
を
通
常

の
信
号
機
に
す
る
要
望
は
今
後
も
引
き

続
き
上
申
し
て
参
り
ま
す
。

○
そ
の
他
の
質
問　

ド
ロ
ー
ン
の
活
用

に
つ
い
て

池
上

町
長

池
上

町
長
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一 般 質 問

伊佐湧水消防組合の今後を伺う

南消防署吉松分遣所の２署所体制でいく

境田　公明　議員

　

本
年
６
月
18
日
の
伊

佐
湧
水
消
防
組
合
臨
時

議
会
に
お
い
て
，
南
署
と
吉
松
分
遣
所

の
統
廃
合
を
前
提
と
し
た
議
案
が
提
出

さ
れ
否
決
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
の
消

防
組
合
の
在
り
方
に
つ
い
て
町
長
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
伺
い
ま
す
。

　

　

こ
れ
は
伊
佐
湧
水
消
防

組
合
本
部
及
び
消
防
署
の

設
置
等
に
関
す
る
条
例
及
び
伊
佐
湧
水

消
防
組
合
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
提
案
さ
れ

否
決
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
は
，
住
民
の

方
々
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
町
づ
く
り

が
基
本
で
あ
り
ま
す
の
で
，
消
防
組
合

の
在
り
方
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

　

　

伊
佐
湧
水
消
防
組
合
の

組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て

ど
う
考
え
て
い
る
か
伺
い
ま
す
。

　

臨
時
議
会
で
も
申
し
ま

し
た
が
理
解
で
き
な
い
。

廃
止
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
が
，
２

つ
の
町
が
合
併
し
た
時
の
将
来
像
を
無

視
し
た
提
案
で
あ
り
，
私
の
任
期
中
は

署
所
の
統
廃
合
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。

特
に
吉
松
分
遣
所
は
え
び
の
市
の
関
係

も
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

２
人
の
首
長
が
，
管
理

者
と
議
員
の
立
場
で
あ
る
。

今
回
も
事
前
に
首
長
同
士
の
話
し
合
い

が
な
さ
れ
れ
ば
，
こ
の
よ
う
な
提
案
は

な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
，
こ
の
点
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
伺
い
ま

す
。

　

一
部
事
務
組
合
で
は
議

員
で
す
が
，
湧
水
町
で
は

町
長
で
す
。
他
の
一
部
事
務
組
合
も
で

す
が
，
構
成
市
町
の
町
長
は
議
員
に
な

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
，
担
当

職
員
に
も
事
前
に
し
っ
か
り
と
協
議
す

る
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。

　 

　

庁
舎
も
築
40
年
を
過

ぎ
る
が
増
改
築
に
つ
い

て
町
長
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か

伺
い
ま
す
。　

増
改
築
の
話
も
あ
り
ま

す
が
辛
抱
す
る
と
こ
ろ
は
辛

抱
す
る
。
今
現
在
不
自
由
が
あ
る
が
，
対

応
は
で
き
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

職
員
の
配
置
に
つ
い
て
現

在
87
名
の
人
数
的
に
は
厳

し
い
環
境
で
業
務
を
遂
行
し
て
い
ま
す
が
，

町
長
は
こ
の
人
員
数
を
ど
の
よ
う
に
考
え

る
か
伺
い
ま
す
。

　

職
員
の
人
事
は
管
理
者
の

判
断
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
が
，
現
場
か
ら
は
特
別
人
事
配
置
に
つ
い

て
聞
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

境
田

町
長

町
長

境
田

境
田

町
長

境
田

町
長

境
田

町
長
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湯谷川の寄洲除去を

県に強く要望します

　

河
川
内
の
寄
洲
は
，
大

雨
等
で
の
流
水
阻
害
を
起

こ
し
河
川
を
氾
濫
さ
せ
る
大
き
な
要
因

で
あ
り
，
県
が
管
理
す
る
湯
谷
川
の
寄

洲
に
つ
い
て
は
年
々
堆
積
土
や
竹
等
が

生
い
茂
り
住
宅
周
辺
で
も
あ
る
こ
と
か

ら
早
急
な
寄
洲
除
去
が
必
要
と
考
え
る

が
町
長
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

　

ご
指
摘
の
と
お
り
河
川

内
の
流
水
阻
害
物
は
除
去

し
な
い
と
災
害
の
要
因
と
な
り
ま
す
。

ご
質
問
の
河
川
は
県
の
管
理
と
な
り
ま

す
の
で
県
に
強
く
要
望
い
た
し
ま
す
。

　

町
内
一
円
，
県
の
管
理

ま
た
町
の
管
理
の
河
川
な

ど
多
く
あ
り
，
寄
洲
や
堆
積
土
に
よ
る

大
雨
時
の
流
水
阻
害
が
危
惧
さ
れ
ま
す

が
，
今
回
，
私
が
特
に
危
惧
し
て
い
る

の
は
，
湯
谷
川
で
，
堆
積
土
や
葦
竹
等

が
川
面
を
覆
い
，
川
幅
の
一
番
狭
い
所

で
は
30
ｃ
ｍ
く
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

住
民
へ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
砂
走
橋

下
流
に
つ
い
て
の
対
策
が
早
急
に
必
要

と
考
え
ま
す
。
ま
た
，
町
長
は
平
成
27

年
度
の
施
政
方
針
の
中
で
も
県
河
川
に

お
け
る
内
水
対
策
に
対
す
る
取
組
み
に

つ
い
て
の
必
要
性
も
述
べ
て
お
り
一
日

も
早
い
除
去
整
備
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

町
長
の
考
え
を
再
度
伺
い
ま
す
。

　

綿
打
川
，
湯
谷
川
両
方

と
も
県
の
管
理
で
も
あ
り
，

県
に
強
く
要
望
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
，

河
川
関
係
は
特
に
地
元
住
民
の
協
力
が

必
要
で
す
。
地
元
住
民
の
方
々
に
協
力

し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
伝
え
て
く
だ
さ

い
。
私
も
い
つ
も
考
え
て
い
る
の
で
す

が
、
現
状
の
よ
う
な
状
態
で
す
。
私
も

強
く
県
に
要
望
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
，

川
内
川
全
体
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
国

土
交
通
省
と
一
緒
に
な
っ
て
や
っ
て
い

き
ま
す
。

松元　昭治　議員

松
元

松
元

町
長

町
長
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我
町
小
さ
な
自
治
体
に

お
け
る
教
育
や
地
域
教
育

に
対
す
る
基
本
的
認
識
を
伺
い
ま
す
。

　

法
改
正
後
，
湧
水
町
総

合
教
育
会
議
に
お
い
て
教

育
大
綱
を
定
め
学
校
・
地
域
・
教
育
の
三

本
柱
を
設
定
し
教
育
委
員
会
が
連
携
を
図

り
進
め
ま
す
。　

大
綱
に
基
づ
く
教
育
推

進
に
あ
た
り
「
豊
か
な
心

と
健
や
か
な
体
の
育
成
」
な
ど
５
視
点
を

置
き
，
関
係
者
と
一
体
で
取
り
組
み
ま
す
。

　

全
国
統
一
テ
ス
ト
結
果

は
県
で
最
下
位
に
近
い
と

聞
く
。
学
力
向
上
の
具
体
策
を
伺
い
ま
す
。

　

結
果
は
芳
し
く
な
い
が
，

今
後
使
命
感
を
も
っ
て
家

庭
や
地
域
と
連
携
し
て
取
り
組
ん
で
い
き

ま
す
。

　

　

町
学
力
向
上
推
進
会
議

な
ど
へ
提
示
す
る
対
策
を

伺
い
ま
す
。

　

　

学
習
指
導
要
領
に
よ
り
，

分
か
り
出
来
る
よ
う
に
な

る
習
熟
度
別
指
導
を
推
進
し
ま
す
。

　

10
月
か
ら
の
土
曜
授
業

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　

姶
良
伊
佐
地
区
３
市
１

町
で
毎
月
第
２
土
曜
日
に

固
定
し
た
３
時
間
授
業
で
，
内
容
は
学
校

長
が
具
体
化
し
ま
す
。

　

幼
稚
園
の
時
間
延
長
は

文
部
科
学
省
幼
稚
園
教
育

要
項
や
同
局
長
通
達
，
本
町
要
覧
大
綱
が

あ
っ
て
も
で
き
な
い
の
か
。

　

職
員
の
勤
務
体
制
や
保

育
園
と
の
関
係
等
も
あ
り

考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

本
町
の
定
員
は
１
０
５

名
，
在
籍
は
34
名
。
園
児

増
加
策
，
緊
急
性
は
高
い
。
町
外
の
幼
児

を
受
け
入
れ
る
よ
う
な
規
則
改
正
を
願
う
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
の
宣
伝
告
知
を
希
望

し
て
い
た
が
ま
だ
な
い
が
。

　

多
く
の
子
ど
も
を
受
け

入
れ
た
い
と
の
思
い
は
あ

る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
は
現
在
調
整
中
で

近
日
中
に
提
示
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

学
校
給
食
に
つ
い
て
，

県
下
35
市
町
村
の
81
％
が

地
場
食
材
を
給
食
と
し
て
い
る
。
本
町
の

現
状
は
。

　

有
機
農
産
物
の
問
題
は

大
き
さ
や
形
の
不
揃
い
で

速
や
か
な
調
理
の
妨
げ
，
価
格
上
昇
に
な

る
。
生
産
者
と
保
護
者
の
理
解
が
不
可
欠

で
あ
り
ま
す
。　

質
問
を
聞
い
て
一
般
行

政
と
教
育
委
員
会
と
の
連

携
，
さ
ら
に
生
産
農
家
へ
の
出
荷
体
制
指

導
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
。
今
後
質
問
趣

旨
を
活
か
す
方
向
を
目
指
し
ま
す
。

　

地
域
で
育
て
，
地
域
で

学
び
地
域
を
活
か
す
教
育

文
化
の
振
興
に
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
を
期

待
し
ま
す
。

森
山

森
山

森
山

森
山

町
長

教
育
長

森山　マスミ　議員

教育行政の基本的認識を問う

教育大綱に基づき教育を推進する

教
育
長

教
育
長

教
育
長

森
山

教
育
長

森
山

教
育
長

森
山

教
育
長

町
長

森
山
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拡大する放置竹林の整備について

新しい分野からの考え方など協議していく

　

拡
大
す
る
荒
れ
た
竹
林

整
備
に
つ
い
て
，
近
年
，

荒
れ
た
竹
林
，
放
置
さ
れ
た
竹
林
が
全

国
的
に
も
問
題
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
高

齢
化
と
な
り
山
に
入
ら
な
い
た
め
そ
の

ま
ま
放
置
さ
れ
た
こ
と
で
，
30
年
間
で

最
大
10
倍
に
拡
大
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
，
竹
林
拡
大
の
影
響

で
起
こ
り
う
る
こ
と
と
し
て
土
砂
災
害

の
危
険
性
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
，
本
町
の
山
林
・
田

園
風
景
を
後
世
に
残
す
た
め
，
竹
林
整

備
の
取
り
組
み
に
力
を
入
れ
る
考
え
は

な
い
か
伺
い
ま
す
。

　

本
町
の
民
有
林
は
，

６
６
３
６
ヘ
ク
タ
ー
ル
そ

の
内
，
竹
林
は
約
２
９
９
ヘ
ク
タ
ー
ル

あ
り
ま
す
。
山
林
は
，
地
球
温
暖
化
の

防
止
や
災
害
防
止
等
の
保
全
や
水
源
涵

養
・
生
物
多
様
性
の
保
全
な
ど
多
面
的

な
機
能
を
有
し
て
お
り
，
こ
の
よ
う
な

機
能
の
持
続
的
発
揮
の
た
め
に
は
，
適

切
な
竹
林
の
管
理
も
必
要
と
思
い
ま
す
。

県
の
補
助
事
業
を
活
用
し
て
，
竹
林
整

備
，
保
全
を
推
進
し
て
い
き
た
い
と
考

え
ま
す
。

　

竹
林
オ
ー
ナ
ー
制
度
事

業
に
つ
い
て

※
竹
林
所
有
者
（
オ
ー
ナ
ー
）
を
北
姶

良
森
林
組
合
と
町
が
協
議
し
，
オ
ー

ナ
ー
は
１
区
画
，
年
間
金
額
で
利
用
で

き
る
と
い
う
事
業
。

　

山
林
と
は
違
う
面
が
あ

り
ま
す
。
筍
が
生
え
一
年

一
年
収
穫
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
十
分
勉
強
さ
せ
て
も
ら
い
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
後
の
山
の
あ

り
方
を
基
本
的
に
考
え
直
す
必
要
が
あ

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

竹
粉
砕
機
貸
出
し
事
業

に
つ
い
て

※
町
が
所
有
す
る
竹
粉
砕
機
（
チ
ッ

パ
ー
）
を
貸
出
す
る
事
業
。

　

現
在
，
粉
砕
機
（
チ
ッ

パ
ー
）
は
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
に
お
願
い
し
て
あ
り
ま
す
。

し
か
し
，
町
民
に
貸
出
す
る
体
制
で
は

な
い
。
管
理
や
貸
出
す
る
体
制
等
は
，

内
部
で
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

竹
林
整
備
促
進
事
業

に
つ
い
て

※
町
内
で
伐
採
さ
れ
た
竹
の
買
い
取
り

価
格
，
１
ト
ン
当
た
り
の
額
の
補
助
金

と
商
工
会
商
品
券
を
上
乗
せ
し
て
交
付

す
る
事
業

　

本
町
で
は
県
の
事
業
で

竹
林
資
源
活
用
推
進
事
業

や
か
ご
し
ま
特
用
林
産
物
総
合
対
策
事

業
な
ど
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
，
本
町

で
は
，
竹
林
を
基
本
的
問
題
と
し
て
取

り
組
ん
だ
こ
と
は
な
い
と
言
っ
て
い
い

と
思
い
ま
す
。
新
し
い
分
野
か
ら
の
考

え
方
な
ど
竹
林
振
興
会
や
筍
農
家
と
の

協
議
を
持
ち
な
が
ら
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

仮屋　良二　議員

仮
屋

仮
屋

町
長

町
長

仮
屋

町
長

仮
屋

町
長
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傍聴にお越しください。

次の定例会は11月下旬予定

月 期日 曜日 議会の動き

7
　
　
　
　
月

3 金 ・農業農村推進協議会　 
・農業再生協議会

7 火 ・正副議長研修会
8 水 ・広報編集委員会※ 7/22 まで
9 木 ・福島県石川地方町村議会議長会研修

15 水 ・地方創生研修会 
・第２回地方創生・議会活性化特別委員会

8
　  

　      

月 

6 木 ・経済常任委員会 
・市町村政研修会

10 月 ・議会運営委員会

12 水
・議員全員協議会　 
・第２回臨時議会　 
・各常任委員会

15 土 ・町戦没者追悼式　

18 火 ・議会運営委員会

21 金
・まち・ひと・しごと創生総合戦略策定審議会 
・議員全員協議会　 
・長島町・さつま町・湧水町３町議員合同研修会

24 月 ・姶良・伊佐介護保険組合議会定例会 
・県後期高齢者広域連合臨時議会

27 木 ・議会広報研修会
28 金 ・伊佐北姶良環境管理組合議会定例会

9
　
　
　
　
　
　 
　
　
月

2 水 ・所管事務調査（総務常任委員会）福岡県 
　上毛町※ 9/3 まで

7 月
・議会運営委員会 
・議員全員協議会　 
・地方創生・議会活性化特別委員会

9 水

・議会運営委員会 
・議員全員協議会　 
・第３回議会定例会　本会議　 
・決算特別委員会 
・各常任委員会

10 木
・本会議　（一般質問　３名）　 
・議員全員協議会　 
・経済常任委員会

11 金
・議会運営委員会 
・本会議　（一般質問　３名） 
・各常任委員会

14 月

・議員全員協議会　 
・本会議　　（一般質問　２名・追加議案上程） 
・地方創生・議会活性化等特別委員会 
・各常任委員会　

16 水 ・区長会と語る会　
17 木 ・決算特別委員会 　
18 金 ・決算特別委員会 　
24 木 ・決算特別委員会 　
25 金 ・決算特別委員会   
28 月 ・決算特別委員会　
30 水 ・本会議

議  会  の  動  き

長島町・湧水町・さつま町議会議員合同研修会


